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ケアプランサービス ＫＡＫＵ家重要事項説明書 

〈令和 3 年 8月 1日現在〉 

 

当事業所は、契約に基づき指定居宅介護支援事業サービスを提供します。事業所

の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り 

説明いたします。 

 

１．当社の概要 

法人種別・名称 株式会社かど家（かぶしきかいしゃ かどけ） 

代 表 者 名 代表取締役 角 家  美 代 香 

本 社 所 在 地 

連  絡  先 

〒811-1352 福岡市南区鶴田三丁目２１番３７号 

電 話 番 号 ０９２－９８６－２９４０ 

設 立 年 月 日 令和 ３ 年 ５ 月 １３ 日 

 

 

２．事業所の概要 

事 業 所 名  ケアプランサービス ＫＡＫＵ家 

所  在  地 〒811-1352 福岡市南区鶴田三丁目２１番３７号 

事業者指定番号 ４０７１１０５７５５ 

指 定 年 月 日 令和 ３ 年 ８ 月 １ 日  

管  理  者 

・ 

連  絡  先 

管 理 者：角  家  美 代 香（かくや みよか） 

電話番号：０９２－９８６－２９４０ 

FAX番号：０９２－９８６－２９４１ 

サービス提供地域 福岡市・那珂川市・春日市 

営  業  日 月曜日～金曜日 

営 業 時 間 午前９時～午後５時まで 

 

休     日 

土曜日・日曜日 

祝祭日 

８月１３日～１５日及び１２月２９日～１月３日 

 

 

３．事業所の職員体制 

職    種 管  理  者 介護支援専門員 

従事するサービスの 

種 類 ・ 業 務 
居宅介護支援事業 居宅介護支援事業 

人    員 １名（常勤兼務１名） １名（常勤兼務１名） 
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４．事業の目的と運営方針 

 

 

５．当事業所が提供するサービスの内容と提供方法  

 （１）契約について 

居宅サービス計画の作成申込みを受け、ご自宅に訪問して介護保険制度や 

居宅介護支援及び介護サービス等の説明を行い、契約書を取り交わします。 

 （２）アセスメント 

   居宅にて面談を行い、利用者が日常生活を継続又は向上させていく上で抱 

えている問題点や経済・医療・介護等の諸問題を丁寧にヒアリングし、 

課題分析を行いながら、身体機能状況・精神心理的状況・社会環境的状況 

等を整理することで、「利用者が日常生活を送る上で困っている状況」及び 

「その状態を解決又は緩和するための目標と期限」を定めます。 

 （３）居宅サービス計画原案の作成 

   利用者及びそのご家族と一緒に「どのように生活したいのか」などの介護 

   等に関する意向を元に話し合いを進め、介護支援専門員は具体的な支援に 

ついて、利用者及びそのご家族等へ説明を行い、理解を得るようにします。 

（４）具体的な居宅サービス計画の作成 

  （３）を受けて生活課題（ニーズ）について、援助目標や期間を設定し、 

達成するための援助内容・サービス事業所を利用者本人及びそのご家族 

等が介護支援専門員より情報の提供を受けて決定し確定していきます。 

事業の目的 

事業所の介護支援専門員は、要介護状態又は要支援状態 

にある利用者に対し、その利用者が可能な限りその居宅に 

おいて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むこ 

とができるように支援することを目的とする。 

運営方針 

（1） 指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の心

身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選

択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービス

が、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよ

う配慮して行う。 

（2） 指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意

思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者

に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定

の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公

正中立に行う。 

（3） 事業の実施に当たっては、市町村、地域包括支援セ

ンター、老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事

業者、介護保険施設等の保健・医療・福祉サービス・指定

特定相談支援事業所との連携に努める。 
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 （５）居宅サービス事業との連絡調整 

 （６）居宅サービス計画の最終決定 

サービス担当者会議を開催、又は居宅サービス等の担当者に対する 

照会等を行うことにより、居宅サービス計画を検討し、各々の専門的 

立場から意見を述べ、修正を加えつつ居宅サービス計画を最終決定して 

いきます。 

 （７）居宅サービス計画の交付 

最終決定した居宅サービス計画を利用者に説明し、同意を得て交付し 

ます。 

 （８）生活状況の把握とモニタリング 

    月 1回以上居宅を訪問し、利用者又はご家族等と面談して、利用者の 

日常生活動作能力や社会状況等の変化によって生活課題（ニーズ）が変 

化していないか、居宅サービスを提供している事業者が適切な内容の 

サービスを継続して提供しているかを把握し、生活全般を通して評価し 

ます。 

 （９）居宅サービス計画の再確認 

    定期的なモニタリングにおいて、生活課題（ニーズ）の変化が見られる 

場合、又は生活課題が充足できずに生活上の困難が生じていることが 

明らかになった場合に課題分析、援助目標の設定と居宅サービス計画の 

再作成を行います。 

 （10）介護支援専門員は、利用者がその居宅において日常生活を営むことが 

困難となり、利用者又はそのご家族等が介護保険施設への入院・入所を 

希望される場合には、介護保険施設への紹介その他の便宜を図ります。 

 （11）給付管理 

 （12）要介護認定に係る必要な援助や相談援助等 

（13）医療サービス等の必要性 

  訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスが必要な場合は、 

  当該医療サービスに係る主治医等の意見を求め、意見を求めた主治医に 

対して居宅サービス計画を交付します。医療サービス以外の指定居宅 

サービス等が必要な場合は、当該指定居宅サービス等に係る主治医等の 

医学的見地からの留意事項を尊重します。 

 （14）居宅サービス計画に位置付けられた指定居宅サービス等から伝達され 

    た利用者の口腔に関する問題や服薬状況、介護支援専門員が把握した 

利用者の状態等については、主治医又は歯科医師、薬剤師等に必要な 

情報の伝達を行います。 

 

 

６．居宅介護支援の提供にあたって 

 （１）居宅介護支援の提供に先立ち、介護保険被保険者証に記載された内容 
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   （被保険者資格・要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間）を確認 

させていただきます。被保険者の住所などに変更があった時は速やかに 

当事業所までお知らせください。 

 （２）利用者は、居宅サービス計画に位置付ける指定居宅サービス事業所等に 

    ついて、複数の事業所等の紹介を求めることができます。また、当事業 

所を居宅サービス計画に位置付けた理由を求めることができます。 

 （３）事業者は利用者の主治医及び関係医療機関との間において、利用者の 

疾患に関する情報について必要に応じ連絡を取らせていただきます。 

これは利用者の疾患に関する対応を円滑に行うことを目的として行う 

ものです。 

 （４）事業所は関係市区町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な 

連携を図り、総合的な居宅サービス計画の提供に努めます。 

 

 

７．利用料及びその他の費用 

（１）サービス利用料 

サービス利用料については別紙の通りです。（別紙２－１・別紙２－２） 

介護保険適用となる場合は、別紙利用料（別紙記載加算含む）をお支払 

いいただく必要はありません。 

但し、介護保険適用の場合でも、保険料の滞納等により、保険給付金が 

直接事業者に支払われない場合があります。その際は一旦利用料金を頂 

き、サービス提供証明書を発行いたしますので、後日、お住まいの各市 

町村の介護保険課に提出しますと、差額の払い戻しを受けることができ 

ます。 

 （２）交通費 

介護支援専門員が通常のサービス地域を超える地域に訪問・出張する 

必要がある場合には、その旅費交通費（実費）の支払いが負担していた 

だくことがあります。 

 （３）解約料 

    解約に関する料金は一切頂きません。 

 

 

８．サービス利用に関する留意事項 

  （１）介護支援専門員の交替 

   ①利用者からの交替の申し出 

    選任された介護支援専門員の交替を希望する場合は、当該介護支援専門 

員が業務上不適当と認められる事情その他、交替を希望する理由を明ら 

かにして、事業所に対して交替を申し出ることができます。但し、利用 

者から特定の介護支援専門員を指名することはできません。 
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   ②事業者からの介護支援専門員の交替 

    事業所の都合により、介護支援専門員を交替することがあります。 

    その場合は、利用者及びそのご家族に対してサービス利用上の不利益が 

    生じないよう十分に配慮いたします。 

 

  （２）事故発生時の対応 

     事故が発生した場合は、速やかに事務局において対応するとともに、 

     保険者及び利用者のご家族等に連絡及び報告します。 

 

９．当社のサービス方針等 

 （１）私たちは、一期一会を大切に、ご利用者及びそのご家族との対話を大切 

にします。利用者及びそのご家族の声に耳を傾け、その気持ちに寄り添い 

ながら質の高いサービスを提供できるよう努めます。 

 （２）私たちは、この事業に従事する全ての者に定期的に教育、研修、訓練を 

行い、常に資質の向上を図ります。 

 

 

１０．相談窓口・苦情対応サービスに関する相談・苦情に対する窓口 

 

当社お客様 

ご相談受付窓口 

 

電話番号 ０９２－９８６－２９４０ 

FAX番号 ０９２－９８６－２９４１ 

相 談 員（責 任 者）角 家  美 代 香 

対応時間 平日午前９時～午後５時 

 

 

１１．サービスに関する相談・苦情に対する公的機関窓口 

 

 

福 岡 市 

介 護 保 険 

苦情相談窓口 

南区福祉・介護保険課  電話番号０９２－５５９－５１２５ 

東区福祉・介護保険課  電話番号０９２－６４５－１０６９ 

博多区福祉・介護保険課 電話番号０９２－４１９－１０８１ 

中央区福祉・介護保険課 電話番号０９２－７１８－１１０２ 

城南区福祉・介護保険課 電話番号０９２－８３３－４１０５ 

早良区福祉・介護保険課 電話番号０９２－８３３－４３５５ 

西区福祉・介護保険課  電話番号０９２－８９５－７０６６ 

那珂川市・高齢者支援課  電話番号０９２－９５３－２２１１ 

春日市・介護保険担当  電話番号０９２－５８４－１１２２ 

福岡県国民健康保険

団体連合会（国保連） 

所 在 地 福岡市博多区吉塚本町１３－４７ 

電話番号 ０９２－６４２－７８１３ 
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重要事項説明日   令和   年   月   日 

 

 

・ 居宅介護支援契約の締結にあたり、上記書面にて重要事項を説明しました。 

 

【事 業 者】   

所 在 地  福岡市南区鶴田三丁目２１番３７号 

        

事 業 者 名   ケアプランサービス ＫＡＫＵ家 

        

説 明 者   角家 美代香      ㊞ 

 

 

 

・ 居宅介護支援契約の締結にあたり、上記書面にて重要事項の説明を 

受けました。 

 

【利 用 者】   

住   所   

                                

        

氏   名   

                ㊞ 

 

 

【家族又は代理人】 

       住   所 

                                

 

氏   名   

                ㊞ 

 

 

 

 

 

 

 

 


